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太田川河川事務所が所有する除草機械無料貸出し
試行期間を延長します。

昨年２月１８日に河川敷を利用される方々や、地域の皆様が河川の利用に際

して実施されている除草作業等への支援策の一つとして、太田川河川事務所が所

有する除草機械の無料貸出の実施について記者発表を行いました。

平成２３年２月～平成２４年１月の１年間で１０件の申し込みを頂き、本取り

組みに対する需要が確認されたことより、更なる利用者の拡大を図ることを目的

に試行期間の延長を行うものです。

■貸出条件は別紙－１参照

■参考：平成２３年２月１８日記者発表

『太田川河川事務所が所有する除草機械

を無償で貸出します』

http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/topics/pr

ess22/pdf/20110218josoukikaimuryou.pdf

（写真：貸出用の除草機械）
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＜別紙－１＞

太田川河川事務所が所有する

除草機械の貸出ルール

１．貸出概要

①貸出内容

太田川河川事務所が所有する除草機械（ハンドガイド式）を１週間単位で無料で

貸出します。

＜除草機械の利用例＞ ＜ハンドガイド式除草機械＞

②貸出条件

ア）除草機械の貸出しは、太田川河川事務所が管理する河川区域内において除草作

業をされる方に限ります。

イ）貸出、返納、除草機械の運転に係る費用は全て申請者の負担とします。

ウ）貸出にあたっては、別途「河川の維持管理行為の申請」が必要です。

（詳細は太田川河川事務所ＨＰをご覧下さい ）。

エ）除草機械の貸出し、利用にあたっては申請者と太田川河川事務所長が締結する

「河川の維持管理行為協定」に基づき利用していただきます。




